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※　この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。

 突然，このような画面が出ても，決して慌てる必要はありません。 

 もし，不安になって連絡してしまうと 

    ●身元調査を行いますよ  ●裁判を起こしますよ 

    ●取り立てに行きますよ     ●今すぐ払えば安くすみますよ 

などと不安を煽ったりして，言葉巧みにだましとろうとしてきます。 

不安になって連絡してしまうと… 

  

  最近，ワンクリック詐欺の手口により被害に遭う方が，老若男女問わず増えていま
す。 

 ワンクリック詐欺とは，インターネット上でサイトを閲覧している時に，利用者側

に会員登録の意思がないのに，あるボタンを押しただけで，突然，上のような画面が

表示されて，会員登録料などと称して，その支払いを請求されるというものです。 

 具体例としては  

   ★ 正規のサイトに掲載されている広告バナーを押した時 

   ★ サイトにアクセスしようと年齢認証ボタンを押した時 

   ★ 動画の再生ボタンを押した時 
などにこのような画面が表示されることがあります。 
 しかし，会員登録をした覚えがないのに，このような画面が表示されて料金を請求
されたのであれば，それは間違いなくワンクリック詐欺の手口であり，一切支払う必
要はありません。 

電子消費者契約法 

により，登録の意 

思がないのにボタ 

ンを押してしまった 

り，分かりにくい表示だっ

た場合は，その契約は無効

と認められています。 

だまされないために！ 
★ 身に覚えのない請求は無視しましょう。 

★ 即断より相談！必ず誰かに相談しましょう。 


